（必ずお読みください）
杵築市合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請手続に係る留意点について(お知らせ)

（申 請 上 の 留 意 点）
１．設置する合併処理浄化槽について補助の対象になる機種は『環境配慮型浄化槽』のみとなります（別紙適合機種一覧参照）。また、適合機種については随時更新等がございます。全国浄化槽推進市町村協議会のホームページにてご確認ください。　※また、浄化槽の人槽算定については住宅の延べ床面積によって算定されますが、実際の居住人数や水道使用量等の使用状況を勘案して増減することもできます。詳しくは、浄化槽設備士又は設置届出先である大分県東部保健所(0977-67-2511)及び杵築市役所 市民生活課 合併処理浄化槽補助金担当までご確認ください。

２. 合併処理浄化槽設置工事費内訳書様式の補助対象経費欄については、合併処理浄化槽への設置転換に係る工事費用のみを計上し、トイレ等のリフォームに係る工事費用(便器本体、建築資材等)は様式の補助対象外経費欄に記入してください。
※合併処理浄化槽設置工事費内訳書の他に、工事全体に係る見積書の写しも必要となります。補助金の手引き(必要書類欄)もご確認ください。

３．住居平面図には、建築物の延べ面積(㎡)を明記してください。


４．浄化槽登録証は、有効期限内のものを添付してください。

５．浄化槽設置に係る誓約書における誓約にあたっては、合併処理浄化槽設置者本人が必ず署名押印をしてください(代筆署名、原則不可)。

６．着手届は、工事着手後、速やかに提出してください(実績報告書との提出不可)。

７．浄化槽維持管理委託契約書の写しについては、保守点検のみならず、清掃の業務を含めた契約内容であることが必要です。

８．保証登録証は、実績報告時に提出してください。

９. 現在（合併処理浄化槽設置工事前）のし尿処理方法が確認できる書類(既設汲み取り便槽、既設単独処理浄化槽の設置状況の写真)も必ず申請時に提出してください。


（施 工 上 の 留 意 点）

1. 工事開始に伴って行う根切工事、山留工事等は次の点に留意して行うこと。

1  建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、当該工作物  　の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。

2 根切工事を行う場合においては、当該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の状況に応じて、あらかじめ、山留めの設置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。

③ 地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。



２.特殊な施工について
原則として、合併処理浄化槽の型式ごとの標準施工図、施工要領書等に基づき実施すること。

① 合併処理浄化槽に負荷がかかる恐れのある合併処理浄化槽設置場所
崖、建築物付近に設置する場合（合併処理浄化槽上部に荷重がかかる場合）
　 底板コンクリートの端部から上方45度の範囲内に、建築物等の重量物がないか
確認してください。支障が生じる場合には、合併処理浄化槽に荷重がかからないよう、合併処理浄化槽の型式ごとの標準施工図等に基づき側壁の設置を行うか、支障のない場所への変更をお願いします。

3 駐車場、車両の通行がある場所に設置する場合 （合併処理浄化槽上部に荷重がかかる場合）
　原則として、合併処理浄化槽に荷重がかからないよう４箇所以上の支柱を設ける仕様とし、合併処理浄化槽の型式ごとの標準施工図に基づき適切に工事を実施すること。

4 プレキャストコンクリート基礎底板(PC版)の施工について
工場等であらかじめ製造されたコンクリート製品を合併処理浄化槽の底板として使用する場合は、施工前に事前連絡(協議)をすること。
　※PC版は現場打基礎と同等以上の強度を有するものとし、構造計算書があるものを使用可能とする。

